
人  第  ９  号 

令和２年４月 ７日 

本庁各課（室）長 

殿 

各地方機関の長 

  総 務 部 長 

  （ 公 印 省 略 ） 

新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる職員が発生した場合の対応等について（通知） 

このことについて，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び人事管理，職員の安全衛生管理の観点

から下記のとおり取り扱うこととしますので，適切に対応願います。 

なお，この対応については，今後の状況変化に応じて，見直すことがありますので承知願います。 

記 

１ 感染が疑われる職員が発生した場合の対応について 

  感染が疑われる職員が発生した場合の対応については，別添のとおりとします。 

２ 人事課への報告について 

（１）報告の概要について

  職員※又はその同居する家族等が新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる場合，所属長は，別紙

様式により各部局主管課を経由して人事課人事管理班あて速やかに報告すること。 

※ 職員には，一般職員のほか，自治法派遣職員，任期付職員，特別職非常勤職員，会計年度任用職員

を含みます(以下同じ。)。

（２）報告時期等について

  感染が疑われることが判明した場合，できるだけ当日中に，遅くとも翌日午前中には必ず報告願います。 

  また，下表の感染が疑われる類型のそれぞれにおいて，下表の②以降の時点で報告書の記載内容を更新

のうえ，改めて人事課人事管理班あてに提出をお願いします。 

記号 感染が疑われる類型 報告時点 

Ａ ＰＣＲ検査の対象と

された場合（職員及

び同居家族等） 

① ＰＣＲ検査の対象となった時点 【初回】

② 検査結果が出た時点（陰性の場合は，②で終了）

※ 検査結果は速やかに電話で報告願います。

③ ②の検査結果で陽性となり，その後治癒した時点

Ｂ クラスター発生日・

期間に当該場所にい

たことが判明した場

合（職員） 

① クラスターにいたことが判明した時点【初回】

② 自宅待機期間が終了し，出勤した時点

※ 「ＰＣＲ検査の対象とされた場合」や「疫学調査の結果，濃厚接

触者と判定された場合」は，それぞれの欄に従う。

Ｃ 感染が疑われる職員

と同じ執務室内の職

員等で，自宅待機を

指示した場合（職員） 

① 自宅待機を指示した時点【初回】

② 自宅待機を解除した時点

③ 保健所の疫学調査を受け，濃厚接触者以外と判定された時点

※ 「疫学調査の結果，濃厚接触者と判定された場合」や「ＰＣＲ検

査の対象とされた場合」は，それぞれの欄に従う。

Ｄ 疫学調査の結果，濃

厚接触者と判定され

た場合（職員） 

① 濃厚接触者と判定された時点【初回】

② 健康観察等が終了し，出勤した時点

※ 健康観察中に症状が発現する等によりＰＣＲ検査の対象となっ

  た場合は「ＰＣＲ検査の対象とされた場合」の欄に従う。 

※ 報告するタイミングについては，別添「参考資料」にＡ①といった形で表示していますので  

参照願います。
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 ３ その他 

   所属職員に対して，下記の点を周知するとともに，職場のこまめな換気や不要不急な出張を見合わせる

等の感染拡大防止策を講じること。 

(1) 新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる場合は速やかに管理監督者に申し出すること。

(2) プライベートにおいても，感染拡大地域やクラスターが発生している地域等への不要不急の外出を

避けること。

(3) 公務運営に支障が生じない範囲内で時差勤務制度を活用すること。

(4) 一般的な衛生対策として，石けんやアルコール消毒液での手洗い，うがい，咳エチケットに心がける

こと。特に窓口等県民に接する職員については，マスクの着用に努めること。

担当：人事課 人事管理班 

電話：022-211-2226 

担当：人事課 給与制度班 

電話：022-211-2228 
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（知事部局の所属）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokunaihassei

濃厚接触者の定義（新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(暫定版）より）

「濃厚接触者」とは，「患者（確定例）」が発病した日以降に接触した者のうち，次の範囲に該当する者

・ 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内，航空機内等を含む）があった者

・ 適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察，看護もしくは介護していた者

・ 患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

・ その他：手で触れること又は対面で会話することが可能な距離（目安として２メートル）で，必要な感染予防策なしで，

「患者（確定例）」と接触があった者（患者の症状などから患者の感染性を総合的に判断する。）

新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる職員が発生した場合の対応について

※ クラスターについては，厚生労働省のホームページに掲載されている「全国クラスターマップ」に従うこととします。

令和２年４月７日時点

※ ｢感染疑い職員｣との｢最終接触日の翌日から起算して１４日以内｣の職員等を
基本とするが，接触者の体調の状況等も踏まえて幅広く判断する。

感染疑い職員 感染疑い職員との｢接触者｣

職員が帰国者・

接触者外来を受

診し，ＰＣＲ検査

の対象となった

職員の同居す

る家族等がＰＣ

Ｒ検査で陽性と

なった
本人や周囲からの聴取により，感染

疑い職員と接触があった職員等

自宅待機（感染疑い職員との最終接触日の翌日から１４日間 ※）

感染疑い職員と同じ執務室内

の感染の可能性がある職員

濃厚接触者と想定される職員以外の者

に対して

・職員が陽性となった旨の連絡

・保健所の疫学調査の対象になった

場合の協力を依頼

「陽性」

「保健所の疫学調査」の実施

・感染疑い職員との最終接触日の翌日か

ら１４日間，自宅待機及び外出自粛，健康

観察を実施

・症状出現時は，保健所へ相談

保健所からの助言指導に基づく感染拡大

防止に係る措置（消毒の追加等）

※「同居する職員」や，「座席が半径２ｍ以上離

れている者であっても，２週間以内に屋内で互

いの距離が十分に確保できない状況で一定時

間を過ごした者」

（例）・感染疑い職員（マスク無し）と２ｍ以内

で会話する機会が２日に１回（30分）以上

あった者

・感染疑い職員と一緒に車に同乗した者

（30分以上）

※職員以外の者(例:来客，業者等)も把握

※ 保健所の指示により，庁舎管理者が実施

公 表

※半径２ｍ以内（前方及び両

脇）に在籍していた職員

・ 真の濃厚接触者であるかどうかは，「保健所の疫学調査」で決定する。

・ 症状（体調不良等有り又は体温37.5度以上）がある場合は，コールセンターへ相談する。

※ 感染疑い職員のＰＣＲ検査の結果が「陰性」の場合は解除される。

PCR検査結果

「接触者」は自宅待機の解除

・職員からコールセンターへ相談する。

自宅待機

職員の執務室全体及び頻繁に立

ち寄った場所（会議室やトイレ等）

の消毒

「陰性」

(待機解除へ）

通常勤務（状況に応じて自宅待機）

接触者の確認

濃厚接触者と想定される者（職員）

真の濃厚接触者と判定 濃厚接触者以外

「接触者」は自宅待機の継続

「保健所の疫学調査」の実施

ＰＣＲ検査を

受ける場合

ＰＣＲ検査が不要

と判断された場合

自宅待機

・ 下記の日から起算して，１４日間経過観察

１）同居家族等が陽性

陽性が確認された日の翌日

２）クラスターが発生した場所・時間に行った

クラスターが発生した場所に行った日

の翌日

※ 接触者の待機期間も同様に扱う。

・症状（体調不良等有り又は体温37.5度以上）が

ある場合は，コールセンターへ相談する。

職員がクラス

ター※が発生し

たとされる時

期にその場所

にいた

感染疑い職員の「PCR検査結果」を受けた接触者の対応

■陰性■陽性

⇒保健所の疫学調査の対象となる
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別添様式 

新型コロナウイルス感染症に係る罹患等状況報告書 

令和 年 月 日 

総務部人事課長 殿 

≪各部局主管課経由≫ 

所属長名 

（公 印 省 略） 

職員等の罹患等の状況について，次のとおり報告します。 

※ 複数名の接触者に対して自宅待機を指示した場合は，まとめて記入しても差し支えない。

職・氏名 職員番号 

班名等 

感染が疑わ

れる者 

職員本人 

職員と同居する家族等（続柄等 ） 

同じ所属の職員など（接触者として報告する場合） 

感染が疑わ

れることと

なった経緯 

職員の現時

点の状況等 

他の職員の

健康状態及

び感染予防

策 

ＰＣＲ検査

の結果 

※初回報告時は記入不要。ＰＣＲ検査の結果が出た場合に記入し，改めて提出願います。

○検 査 日 令和 年 月 

○検査結果 陽 性 ・ 陰 性

治癒の状況 ※初回報告時は記入不要。治癒となった後に記入し，改めて提出願います。 

○治癒と判断された日 令和 年 月 日 

○治療の経過

○職場復帰予定日 令和 年 月 日 
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別添様式 

新型コロナウイルス感染症に係る罹患等状況報告書 

令和  年  月  日 

総務部人事課長 殿 

  ≪各部局主管課経由≫ 

  所属長名  ○○○部 ○○○○○課長

  （公 印 省 略） 

職員等の罹患等の状況について，次のとおり報告します。 

※ 複数名の接触者に対して自宅待機を指示した場合は，まとめて記入しても差し支えない。

職・氏名 主事 ○○  ○○ 職員番号 ○○○○○○○○○○

班名等 ○○○○班

感染が疑わ

れる者 

○ 職員本人 

職員と同居する家族等（続柄等    ） 

同じ所属の職員など（接触者として報告する場合） 

感染が疑わ

れることと

なった経緯 

○月○日 東京都太田区へ出張

○月○日 出張から戻ってきた後，３７．５℃以上の発熱が４日以上続いたため，

□□□病院を受診の結果，ＰＣＲ検査の対象となった。

職員の現時

点の状況等 

○月○日 ＰＣＲ検査の結果待ち。現在，自宅療養中（病気休暇取得）。

・熱は，○月○日○時○○分時点で，３６．５℃。体に軽い倦怠感あり。

・同居する家族とは，別部屋にて療養中。

・家族に体調不良は現時点で見られない。

他の職員の

健康状態及

び感染予防

策 

・隣接する座席の３名に自宅待機を要請。現在，全員症状なし。

・その他の職員も現在まで発熱等風邪の症状を呈する職員はいない。

・職員に対し，手洗い，咳エチケット等の徹底と，体調不良の場合は早期の休暇取得

を指示。

ＰＣＲ検査

の結果 

※初回報告時は記入不要。ＰＣＲ検査の結果が出た場合に記入し，改めて提出願います。

○検 査 日 令和  年  月  

○検査結果 陽 性 ・ 陰 性

治癒の状況 ※初回報告時は記入不要。治癒となった後に記入し，改めて提出願います。

○治癒と判断された日  令和  年  月  日 

○治療の経過

○職場復帰予定日   令和  年  月  日 
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（知事部局の所属）

感染疑い職員 感染疑い職員との｢接触者｣

※ ｢感染疑い職員｣との｢最終接触日の翌日から起算して１４日以内｣の職員等を
基本とするが，接触者の体調の状況等も踏まえて幅広く判断する。

参考資料

人事課への報告時期について

職員が帰国者・

接触者外来を受

診し，ＰＣＲ検査

の対象となった

職員の同居す

る家族等がＰＣ

Ｒ検査で陽性と

なった
本人や周囲からの聴取により，感染

疑い職員と接触があった職員等

自宅待機（感染疑い職員との最終接触日の翌日から１４日間 ※）

感染疑い職員と同じ執務室内

の感染の可能性がある職員

「陽性」

「保健所の疫学調査」の実施

・感染疑い職員との最終接触日の翌日か

ら１４日間，自宅待機及び外出自粛，健康

観察を実施

・症状出現時は，保健所へ相談

※「同居する職員」や，「座席が半径２ｍ以上離

れている者であっても，２週間以内に屋内で互

いの距離が十分に確保できない状況で一定時

間を過ごした者」

（例）・感染疑い職員（マスク無し）と２ｍ以内

で会話する機会が２日に１回（30分）以上

あった者

・感染疑い職員と一緒に車に同乗した者

（30分以上）

※職員以外の者(例:来客，業者等)も把握

公 表

※半径２ｍ以内（前方及び両

脇）に在籍していた職員

・ 真の濃厚接触者であるかどうかは，「保健所の疫学調査」で決定する。

・ 症状（体調不良等有り又は体温37.5度以上）がある場合は，コールセンターへ相談する。

※ 感染疑い職員のＰＣＲ検査の結果が「陰性」の場合は解除される。

PCR検査結果

「接触者」は自宅待機の解除

・職員からコールセンターへ相談する。

自宅待機

「陰性」

(待機解除へ）

通常勤務（状況に応じて自宅待機）

接触者の確認

濃厚接触者と想定される者（職員）

真の濃厚接触者と判定 濃厚接触者以外

「接触者」は自宅待機の継続

「保健所の疫学調査」の実施

ＰＣＲ検査を

受ける場合

ＰＣＲ検査が不要

と判断された場合

自宅待機

・ 下記の日から起算して，１４日間経過観察

１）同居家族等が陽性

陽性が確認された日の翌日

２）クラスターが発生した場所・時間に行った

クラスターが発生した場所に行った日

の翌日

※ 接触者の待機期間も同様に扱う。

・症状（体調不良等有り又は体温37.5度以上）が

ある場合は，コールセンターへ相談する。

職員がクラス

ター※が発生し

たとされる時

期にその場所

にいた

感染疑い職員の「PCR検査結果」を受けた接触者の対応

■陰性■陽性

⇒保健所の疫学調査の対象となる

A① A② B①

B②

C①

A②

A③

D① C③

D②

出勤した場

合に報告

治癒し

た場合

に報告

出勤した場

合に報告

自宅待機を指示

したら報告

A①

同居家族がPCR検

査の対象となっ

た時点で報告

C②
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                                人   号   外 

令和２年４月 ７日 

 

本庁各課（室）長 

          殿 

各地方機関の長 

   総務部人事課長 

    （公印省略） 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた休憩時間の変更について（通知） 

このことについて，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，当分の間，職員の休憩時間

に関して，以下のとおり変更しても差し支えない扱いとしますので，所属職員に周知いただくととも

に，積極的に活用するようお願いします。 

                    記 

 

１ 実施理由 

  昼食時における職員食堂その他の飲食店やエレベーター等の混雑を緩和・回避することにより新 

 型コロナウイルス感染症の感染リスクを抑制することを目的とするもの。 

 

２ 内容 

  各所属長は，所属職員の休憩時間について，通常の正午から午後１時まで以外に，次のパターン 

により休憩時間を随時（日単位）変更できるものとし，休憩時間を変更する職員数（下記(1)，(2)の 

合計職員数）が，各所属単位で概ね１／２程度となるよう調整願います。 

 (1) 午前１１時３０分から午後０時３０分まで 

 (2)  午後０時３０分から午後１時３０分まで 

 

３ 対象者 

  本庁各課(室)及び地方機関に勤務し，休憩時間を正午から午後１時までの１時間としている職員 

 ※ 休憩時間を変更する当日において通常の休憩時間にまたがって休暇を取得する職員については， 

  本取扱いの対象外とします。 

 

４ 期間  令和２年４月８日（水）から当分の間 

 

５ 留意事項 

 (1) 公務の運営に支障を来たさないよう所属内・班内で事務分担を調整すること。 

 (2) 管理監督者及び直接監督者は，休憩時間を変更した職員の勤務時間及び休憩時間管理を適切に

行うこと。 

 (3) 県民からの誤解を招かないよう，別紙を執務室入口等に掲示し，休憩時間の弾力的な運用を実

施していることを明示すること。 

(4) 職員服務規程（昭和３５年宮城県訓令甲第２５号）第６条に規定する出退勤簿（庶務業務支援 

 システムを利用して所定の出退勤記録を行うものを含む。）の修正等は不要とすること。 

 

６ その他 

 今回の取扱いは，職員服務規程第５条の７ただし書きによる「緊急かつやむを得ない場合におけ 

る休憩時間の臨時の変更」として扱うものです。 

 

 

 

 

担 当：給与制度班 

電 話：022-211-2229 

E-mail：zinzik@pref.miyagi.lg.jp 
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宮城県

県民の皆さまへ・・・

知事部局等に勤務し、休憩時間を正午から午後１時
までとしている職員

対象職員

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策の一環とし
て、昼食時間帯における飲食店等やエレベーターの混雑を
避けるため、４月８日（水）から、一部の職員の休憩時間
を変更しております。

職員の「昼の休憩時間の変更」を
実施しています。

実施内容 通常の休憩時間以外に、次のパターンにより休憩時
間を取得できることとしております。
⑴ 午前１１時３０分から午後０時３０分まで
⑵ 午後０時３０分から午後１時３０分まで

ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

その他 窓口の開設時間の変更はありません。
行政サービスに支障が生じない範囲で、希望する職
員が随時休憩時間を変更いたします。
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